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労働者派遣法の今国会での抜本改正を求める意見書 
 

          ２０１０年（平成２２年）２月１９日 
                      日本弁護士連合会 

 
はじめに 
 一昨年秋から始まった経済不況に端を発した派遣切り・雇止めによる労働者の失

業と困窮は社会問題となり，派遣労働者の保護が喫緊の政治課題となっている。年

末年始に東京都等の自治体が実施した「公設派遣村」にも，派遣切りにあって職と

住居を喪失した多くの派遣労働者が身を寄せた。 
 派遣労働者は，使用者が派遣先と派遣元に分化している間接雇用の構造のもとで，

他の労働者と分断され，労働条件，雇用の安定の交渉，労働組合加入等が著しく困

難な状況に置かれている。 
 労働者派遣法改正については，昨年の通常国会において与野党から改正法案が提

出されたが，衆議院の解散に伴いいずれも廃案となった。厚生労働大臣は，昨年１

０月７日，労働政策審議会に「今後の労働者派遣制度の在り方について」の諮問を

し，同審議会は同年１２月２８日に「答申」を出し，厚生労働省は２０１０年２月

１７日，「答申」に沿った法案要綱を策定した。今後，法案策定，国会への上程，審

議と手続が進められる。 
答申・法案要綱の内容は，法律の名称・目的に労働者保護を明記すること，登録

型派遣や製造業派遣の原則禁止，違法な派遣についての直接雇用申込みのみなし規

定を創設することなど，労働者保護の観点から規制強化に踏み込む内容となってい

る。しかしながら，答申・法案要綱は，派遣労働者の低賃金・不安定雇用を解消す

るにはなお不十分であるうえ，２００８年の法案に盛り込まれていた事前面接の解

禁等がそのまま持ち越されており，問題が大きい。 
当連合会は「労働者派遣法の抜本改正を求める意見書」（２００８年１２月１９日。

以下「２００８年意見書」という。）を発表し，労働者派遣法の抜本改正に必要な８

項目（派遣対象業務の限定，登録型派遣の禁止，日雇い派遣の全面禁止，直接雇用

のみなし規定の創設，均等待遇義務付け，マージン率上限規制，グループ内派遣原

則禁止，派遣先特定行為の禁止）を示し，この間，政府や国会に対して，２００８

年意見書の趣旨に沿った早期抜本改正を強く求めてきたところである。 
当連合会は，改正法案作成と国会での審議に先立ち，２００８年意見書の内容を

前提に，答申・法案要綱の問題点を指摘したうえ，あるべき改正の方向性について

意見を述べる。 
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意見の趣旨 
１ 派遣対象業務は専門的なものに限定すべきであり，「現行専門２６業務」につい

ては厳格な見直しをすべきである。 
２ 登録型派遣の原則禁止にあたって，答申・法案要綱において例外とされている

「専門２６業務」については，その範囲を厳格に見直すべきである。また，常用

雇用についての労働者派遣を当面認めるにしても，その定義規定を置き，期間の

定めのない雇用契約に限定すべきである。 
３ 製造業務派遣については，本来，全面禁止されるべきである。常用雇用に限定

して認める場合であっても，その定義規定を置き，期間の定めのない雇用契約に

限定すべきである。 
４ 日雇い派遣について例外を許容することは適当ではなく，全面禁止とすべきで

ある。 
５ 均等待遇にあたっては，単に均衡を考慮する旨の配慮規定を置くだけでは不十

分であり，均等待遇を義務付ける具体的な立法をすべきである。 
６ マージン率については，上限を規制すべきであり，情報公開及び労働者への明

示を義務付けるだけでは不十分である。 
７ 違法派遣の場合における直接雇用のみなし規定について 
(1) みなし規定適用に当たって，違法であることについての派遣先の認識を要件
とすべきではない。 

(2) みなし規定の対象となる違法派遣は，答申・法案要綱が列挙しているものに
限定せず，多重派遣等の重大な違法派遣の場合すべてに適用すべきである。 

(3) 期間制限に違反した場合の派遣先による直接雇用後の雇用契約の期間は，期
間の定めのないものとすべきである。 

(4) 直接雇用後の労働条件の均等確保の規定を入れるべきである。 
８ グループ内派遣は原則として禁止すべきである。 
９ 派遣先の特定行為は禁止すべきである。 
１０ 派遣先の団体交渉応諾義務について規定すべきである。 
１１ 施行期日については，長期間にわたる施行期日の設定，暫定措置を設けるべ

きではなく，できるだけ速やかに，改正法公布の日から６か月以内の政令で定め

る日とすべきである。 
 
意見の理由 
１ 派遣対象業務の限定 
  答申・法案要綱は，派遣対象業務の限定や期間制限のない現行２６業務につい
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ての見直しについては，今回の法案では措置しない扱いとしている。 
しかし，２６業務の中には，「事務用機器操作（５号業務）」，「ファイリング（８

号業務）」のように，昨今専門性のある業務とは言えなくなっているものが含ま

れているうえ，実際には一般事務に従事させて期間制限を免れようとする違法派

遣が後を絶たない。 
これらの業務の圧倒的多数は女性労働者が従事しており，女性労働者の低賃

金・不安定雇用を固定化することにもつながっている。 
この点，派遣労働，特に登録型派遣は，子を持つ女性労働者のワークライフバ

ランスの実現を可能にする就労形態であり，女性労働者自らが望む働き方である

との意見がある。しかし，このような意見は，ワークライフバランスの実現のた

め女性労働者が正社員として働き続けることが困難な現状，家庭と仕事との両立

からやむを得ず派遣労働を選択せざるを得ない現状から，ことさら目を背けるも

のである。子を持つ女性が正社員として継続して就労できる法制度こそが検討さ

れるべきである。また，ワークライフバランスは，直接雇用であっても，短時間

勤務制度の実施などにより可能である。 
よって，当連合会が２００８年意見書で述べたとおり，派遣対象業務は専門的

なものに限定すべきであり，現行法で期間制限を受けない専門２６業務について

も速やかに見直すべきである。 
２ 登録型派遣の禁止について 
 答申は，「常用雇用以外の労働者派遣を禁止することが適当である」として，

いわゆる登録型派遣の禁止を打ち出しつつ，禁止の例外として，「専門２６業務」，

「産前産後休業・育児休業・介護休業取得者の代替要員派遣」，「高齢者派遣」，「紹

介予定派遣」を挙げている（法案要綱でも同じ。）。 
 登録型の原則禁止を打ち出したことについては，評価できる。 
 しかし，例外とされた現行の「専門２６業務」については，早急に見直すこと

が必要である。 
前述のとおり，事務用機器操作やファイリング等，専門性に疑問があるものや，

派遣期間制限を免れるために名目的に利用されているものが含まれている。当連

合会は，登録型派遣は全面的に禁止すべきであると考えているが，仮に専門業務

を例外とする場合であっても，その範囲については派遣労働者保護の観点から，

厳格に見直すべきである。 
登録型派遣については，登録した者に仕事を紹介する時点ではいまだ雇用関係

が発生していないため，そもそも登録しているだけの者は，「自己の雇用する労

働者」に該当する前記定義に該当せず，労働者派遣の本質に反するという批判も
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有力になされているところであり，登録型派遣の全面廃止も視野に入れて引き続

き，検討すべきである。 
また，答申・法案要綱では，「常用雇用」についての派遣労働を存続させる方

向であるが，現行法は「常用雇用」についての定義規定を欠いている。厚生労働

省は，特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業を区分する定義規定における

「常時雇用される労働者」には，「期間の定めなく雇用されている者」のみなら

ず，「有期雇用」や「日々雇用」でも「過去１年を超える期間について引き続き

雇用されている者又は採用の時から１年を超えて引き続き雇用されると見込ま

れる者」もこれに該当すると解釈し，そのように取り扱っている（厚生労働省職

業安定局「労働者派遣事業関係業務取扱要領」）。 
常用雇用についてこのような解釈を許せば，有期雇用や日々雇用の労働者でも

専門業務以外の業務に派遣することが可能となってしまい，「登録型派遣の原則

禁止」の法改正の実効性が失われることになり，労働者の雇用の安定は確保され

ない。 
そこで，改正法には常用雇用についての明確な定義規定を置き，「常用雇用」

を，期間の定めのない雇用契約に限定すべきである。 
３ 製造業務派遣の禁止について 

答申・法案要綱は，製造業務への派遣を原則禁止としつつ，「雇用の安定性が

比較的高い常用雇用の労働者派遣については，禁止の例外とすることが適当であ

る」としている。 
しかし，製造業務への派遣は，比較的単純な作業が中心であって，派遣対象業

務は限定されるべきであるとの観点から不適切であるうえ，雇用調整の影響を最

も受けやすく，雇用が極めて不安定であるから，本来，全面的に禁止されるべき

である。 
今回の改正で暫定的に例外を設けるとしても，安定した雇用が確保される場合

に限定されなければならない。昨年来の派遣切りでは，製造業務への派遣につい

ては，常用雇用と分類されている者についても大量に職を失う事態が続出してい

る。 
よって，常用雇用を例外とする場合であっても，登録型派遣で述べたのと同様

に，その定義規定を置き，期間の定めのない雇用契約に限定すべきである。 
４ 日雇い派遣について 

答申は，「日雇派遣が常態であり，かつ，労働者の保護に問題ない業務等につ

いて，政令によりポジティブリスト化して認めることが適当である」とし，法案

要綱にもそのまま盛り込まれているが，日雇い派遣は究極の不安定雇用として社
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会問題となっているものであり，その弊害はあまりに大きいため，例外を認める

べきではない。２か月以内の雇用期間の労働者派遣を全面的に禁止すべきである。 
５ 均等待遇 

答申は，「派遣労働者の賃金等の待遇の確保を図るため，派遣元は，派遣労働

者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮するものとする旨の

規定を設けることが適当である」とし，法案要綱にもそのまま盛り込まれている

が，単なる「均衡を考慮する」との配慮規定を置くだけでは実効性が確保されな

い。２００８年に採択されたＥＵ派遣労働指令では，派遣労働者の派遣先従業員

との均等待遇が盛り込まれた。わが国においても同様の「均等待遇」を義務付け

る規定を設けるべきである。 
６ マージン率 

答申は，「マージン率等の情報公開に加え，派遣労働者が自己の労働条件を適

切に把握するとともに，良質な派遣元事業主を選択する一助とするため，派遣元

は，派遣労働者の雇入れ，派遣開始及び派遣料金改定の際に，派遣労働者に対し

て，一人当たりの派遣料金の額を明示しなければならないこととすることが適当

である」としている（法案要綱も同じ。）。 
答申・法案要綱の内容は，派遣労働者の保護に向けて一定の前進であると言え

るが，派遣元が派遣先に支払う派遣料金と派遣元が派遣労働者に支払う賃金との

間に大きな開きがある現状においては，マージン率についての情報提供にとどま

らず，法律によって上限を規制する必要がある。 
７ 違法派遣の場合における直接雇用申込みのみなし規定について 
(1) 答申は「違法派遣の場合における直接雇用の促進」として，「派遣先が，以下
の違法派遣について違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている

場合には，違法な状態が発生した時点において，派遣先が派遣労働者に対して，

当該派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働

契約を申し込んだものとみなす旨の規定を設けることが適当である」とし，①

禁止業務への派遣受入れ，②無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ，③期間

制限を超えての派遣受入れ，④いわゆる偽装請負の場合，⑤登録型派遣の原則

禁止に違反して常用雇用する労働者でない者を派遣労働者として受入れ，の場

合を挙げている。 
加えて，「労働契約の申込みを派遣労働者が受諾したにもかかわらず，当該

派遣労働者を就労させない派遣先に対する行政の勧告制度を設けることが適

当である」としている（法案要綱も同じ。）。 
違法派遣の場合に，派遣先に雇用責任を課すものであり，違法派遣の抑止及
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び派遣先責任の強化の観点から評価できるものである。ただし，以下の点でい

まだ不十分である。 
(2) 「違法であることを知りながら」との要件をつけているが，これでは派遣先

が違法であることを「知らなかった」という言い逃れを許すこととなり，迅速

な派遣労働者の雇用の安定が確保されないおそれがある。したがって，かかる

派遣先の認識を要件とすべきではない。 
(3) 前記①～⑤についてはあくまで例示列挙であることを明確にし，これ以外の

重大な違法派遣の場合すべてに適用すべきである。例えば，二重・三重の多重

派遣や登録型派遣労働者の製造業務派遣への受入れ，派遣先が派遣労働者に対

して事前面接等の特定行為を行った場合などである。 
(4) 直接雇用後の雇用契約の期間について，契約期間を明示していないが，違法

派遣の場合における派遣労働者の雇用の安定という立法目的に照らして，少な

くとも期間制限に違反した場合には，直接雇用後の雇用契約期間は，期間の定

めのないものとすべきである。 
(5) 答申・法案要綱では触れられていないが，直接雇用後の労働条件の均等の確

保の規定を入れるべきである。 
８ グループ内派遣 

２００８年意見書でも述べたとおり，グループ内派遣は，グループ企業が雇用

主としての責任を回避することにつながり，労働条件の切下げの手段として用い

られることもあるため，本来，派遣先の直接雇用とすべきである。  
９ 派遣先特定行為の禁止 

労働者の採用に派遣先が関与することは，労働者派遣法の構造に反するもので

ある。答申・法案要綱は２０年法案を踏襲しており，常用雇用の場合に事前面接

を解禁することとなっているが，派遣先が特定行為を行うことは認めるべきでは

ない。派遣先の特定行為は当連合会の２００８年意見書のとおり，禁止すべきで

ある。 
１０ 団体交渉応諾義務 
  答申・法案要綱では措置すべきこととされていないが，派遣労働者の労働条件

を左右する事項については，派遣先にも団体交渉応諾義務が存在することを明記

すべきである。 
１１ 施行期日等について 

答申・法案要綱は，登録型派遣の原則禁止及び製造業務派遣の原則禁止につい

て「改正法の公布の日から３年以内の政令で定める日」とし，登録型派遣の原則

禁止に関しては，政令で規定する業務について，さらに暫定措置として「施行日
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から更に２年後までの間」「適用を猶予することが適当である」としている。 
しかし，労働者派遣法の施行は派遣労働者保護の観点から速やかに実施される

べきであり，他の規定同様，改正法公布の日から６か月以内の政令で定める日と

すべきである。 
１２ 結語 
  当連合会としては，今国会での労働者派遣法の改正は，真の抜本改正に向けた

第一歩であると考えており，今後も２００８年意見書の全面的な実現を目指して

いく所存である。 
 

以  上  


